
張作森爆殺事件と東京裁判

は
じ
め
に

（

１

４

）

一
九
二
八
（
昭
和
三
）
年
六
月
四
日
、
当
時
「
満
州
」
の
実
質
的
支
配
者
で
あ
っ
た

こ

・

っ

こ

と

人

張
作
森
が
乗
車
す
る
特
別
列
車
が
、
奉
天
城
か
ら
ほ
ど
近
い
皇
姑
屯
の
満
鉄
線
と
京

奉
線
の
ク
ロ
ス
地
点
に
お
い
て
突
如
爆
破
さ
れ
る
と
い
う
事
件
が
起
こ
っ
た
。
い
わ

ゆ
る
「
張
作
霧
爆
殺
事
件
」
で
あ
る
。

こ
の
事
件
は
、
勃
発
直
後
か
ら
日
本
軍
人
に
よ
る
謀
略
と
噂
さ
れ
て
い
た
。
そ
う

し
た
声
を
踏
ま
え
田
中
義
一
首
相
は
、
「
（
張
）
作
森
横
死
事
件
に
は
遺
憾
な
が
ら
帝

国
軍
人
関
係
せ
る
も
の
あ
る
も
の
の
如
く
、
目
下
鋭
意
調
査
中
な
る
を
以
て
若
し
事

（

２

）

実
な
り
せ
ば
法
に
照
ら
し
て
厳
然
た
る
処
分
を
行
う
」
と
昭
和
天
皇
に
上
奏
し
た
。

そ
し
て
調
査
の
結
果
、
事
件
は
関
東
軍
高
級
参
謀
河
本
大
作
の
犯
行
で
あ
る
こ
と
が

ほ
ぼ
明
ら
か
と
な
っ
た
が
、
陸
軍
は
真
相
を
公
表
す
る
こ
と
に
反
対
の
姿
勢
を
示
し

た
。
追
い
込
ま
れ
た
田
中
は
、
翌
二
九
年
六
月
二
七
日
、
責
任
者
の
行
政
処
分
に
よ

っ
て
事
件
の
処
理
を
行
い
た
い
と
上
奏
す
る
が
、
天
皇
は
「
お
ま
え
の
最
初
に
言
っ

（

３

）

た
こ
と
と
違
ふ
ぢ
や
じ
ゃ
な
い
か
」
と
田
中
を
「
叱
責
」
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き

昭
和
天
皇
は
、
「
田
中
の
い
う
こ
と
は
ち
っ
と
も
わ
か
ら
ぬ
。
再
び
き
く
こ
と
は
自

（

４

）

分
は
厭
だ
」
と
語
っ
た
と
さ
れ
る
。
田
中
は
天
皇
の
誤
解
を
解
こ
う
と
翌
日
参
内
を

試
み
る
が
、
鈴
木
貫
太
郎
侍
従
長
か
ら
「
た
っ
て
拝
謁
を
願
わ
れ
る
な
ら
お
取
次
ぎ

は
致
そ
う
が
若
し
某
重
大
事
件
に
関
す
る
こ
と
な
ら
恐
ら
く
お
聴
き
に
な
り
ま
す
ま

（
一
『
Ｊ
）と
と
告
げ
ら
れ
る
。
こ
う
し
て
張
作
森
爆
殺
事
件
は
、
昭
和
天
皇
の
「
叱
責
」
に
よ

っ
て
内
閣
総
辞
職
と
い
う
、
ゞ
日
本
憲
政
史
上
例
の
な
い
事
態
に
発
展
す
る
に
至
っ
た

（

６

）

の

で

あ

る

。

こ
う
し
た
事
実
の
多
く
は
当
時
の
政
府
関
係
者
、
マ
ス
コ
ミ
等
の
知
る
と
こ
ろ
で

あ
っ
た
。
し
か
し
田
中
内
閣
が
発
し
た
記
事
差
止
命
令
に
よ
っ
て
、
こ
の
事
件
は
「
満

州
某
重
大
事
件
」
と
通
称
さ
れ
、
一
般
国
民
に
は
事
件
の
真
相
は
戦
前
期
を
通
じ
て

張
作
霧
爆
殺
事
件
と
東
京
裁
判

〈
論
文
〉

横

島

公

司

（

７

）

一
切
あ
き
ら
か
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
東
京
裁
判
に
お
け
る
田
中
隆
吉
の
証
言
に

よ
っ
て
、
事
件
の
真
相
が
白
日
の
も
と
に
晒
さ
れ
た
の
ち
、
事
件
関
係
者
本
人
ま
た

は
関
係
者
の
聞
き
取
り
を
も
と
に
し
た
著
作
や
論
文
の
発
表
が
相
次
い
で
な
さ
れ

（
８
）た
。
さ
ら
に
日
本
近
現
代
史
・
日
中
関
係
史
の
分
野
か
ら
軍
部
や
宮
中
側
近
の
動
向
、

そ
し
て
昭
和
天
皇
と
の
関
係
と
い
っ
た
観
点
か
ら
の
解
明
が
進
ん
だ
こ
と
で
、
現
在

（

９

）

は
事
件
に
関
す
る
事
実
関
係
は
ほ
ぼ
立
証
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
少
な
く
と
も

同
事
件
に
関
し
て
は
、
相
当
な
新
史
料
の
発
見
で
も
な
い
限
り
、
こ
う
し
た
「
定
説
」

（

川

）

が
大
き
く
書
き
換
え
ら
れ
る
こ
と
は
難
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

本
稿
も
、
同
事
件
に
対
し
、
新
た
な
事
実
を
さ
ら
に
付
け
加
え
よ
う
と
い
う
も
の

で
は
な
い
。
だ
が
、
張
作
森
爆
殺
事
件
を
め
ぐ
っ
て
は
、
当
該
期
の
政
治
外
交
面
に

お
い
て
優
れ
た
既
存
研
究
が
数
多
く
あ
る
一
方
で
、
東
京
裁
判
と
の
関
係
か
ら
は
こ

れ
ま
で
あ
ま
り
語
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
れ
ゆ
え
本
稿
で
は
、
張
作
森
爆
殺
事
件
を
東
京
裁
判
と
の
関
係
か
ら
改
め
て
整

理
を
行
な
っ
た
う
え
で
、
東
京
裁
判
に
お
け
る
「
訴
追
」
と
「
免
責
」
の
論
理
の
な
か

で
こ
の
事
件
は
ど
う
扱
わ
れ
た
の
か
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
若
干
の
検
討
を
行
な

っ
て
み
た
い
。

一
起
訴
状
と
の
か
か
わ
り

東
京
裁
判
の
起
訴
状
に
お
い
て
、
日
本
の
行
っ
た
侵
略
戦
争
の
共
同
謀
議
の
は
じ

（

Ⅱ

）

ま
り
は
一
九
二
八
年
一
月
一
日
よ
り
は
じ
ま
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
起

訴
状
か
ら
見
る
限
り
、
検
察
側
は
田
中
内
閣
か
ら
侵
略
戦
争
の
計
画
、
準
備
が
開
始

さ
れ
た
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
理
解
が
正
確
な
も
の
で
あ
る
か
ど
う

か
は
、
本
稿
の
検
討
課
題
で
は
な
い
が
、
そ
れ
で
も
な
ぜ
田
中
内
閣
か
ら
が
、
日
本

の
侵
略
戦
争
に
対
す
る
共
同
謀
議
の
は
じ
ま
り
で
あ
る
と
検
察
側
が
規
定
し
た
の
か

に
つ
い
て
は
、
考
え
て
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
。
そ
れ
は
、
東
京
裁
判
に
お
け
る
張
作

森
爆
殺
事
件
の
位
置
づ
け
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
か
ら
だ
。

一
九
二
八
年
は
、
第
二
次
山
東
出
兵
や
そ
れ
に
続
く
済
南
事
件
（
一
九
二
八
年
五

月
）
、
張
作
森
爆
殺
事
件
（
同
年
六
月
）
な
ど
、
多
く
の
国
際
問
題
が
勃
発
し
た
年
で

あ
る
。
ま
た
、
国
内
で
は
共
産
党
の
一
斉
検
挙
（
三
・
一
五
事
件
）
が
行
な
わ
れ
て

お
り
、
さ
ら
に
国
際
条
約
と
の
か
か
わ
り
で
述
べ
る
な
ら
ば
、
不
戦
条
約
が
締
結
（
同
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二
田
中
上
奏
文

さ
て
、
東
京
裁
判
で
日
本
の
侵
略
戦
争
の
共
同
謀
議
を
立
証
す
る
証
拠
と
し
て
、

い
わ
ゆ
る
「
田
中
上
奏
文
」
（
田
中
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
）
が
用
い
ら
れ
た
、
と
い
う
説
が

も
っ
と
も
荒
唐
無
稽
な
も
の
と
し
て
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
「
田
中
上
奏
文
」
と

は
、
一
九
二
七
（
昭
和
二
）
年
の
東
方
会
議
の
決
定
に
よ
り
、
田
中
義
一
首
相
が
天

皇
に
対
満
蒙
政
策
を
上
奏
し
た
と
い
う
「
秘
密
文
書
」
を
指
す
。
日
本
国
内
で
も
戦

前
か
ら
そ
の
存
在
は
知
ら
れ
て
い
た
が
、
た
わ
い
の
な
い
「
偽
書
」
と
い
う
理
解
が

一
般
的
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
敗
戦
後
、
同
文
書
は
一
時
的
に
「
脚
光
」
を
浴
び
て
い
た
。

一
九
四
六
年
三
月
一
二
日
付
の
「
天
声
人
語
」
で
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い

る
。

日
本
軍
閥
の
東
亜
侵
略
案
を
纏
め
た
テ
キ
ス
ト
と
噂
せ
ら
れ
た
田
中
覚
書

（
タ
ナ
カ
・
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
）
が
十
数
年
振
り
で
俎
上
の
も
の
と
な
っ
て
い
る

▼
真
贋
の
程
は
保
障
の
限
り
で
な
い
が
、
軍
閥
の
横
暴
を
芽
生
え
の
裡
に
摘
み

取
ら
な
か
っ
た
罪
の
一
半
は
田
中
義
一
大
将
が
負
う
べ
き
も
の
か
も
知
れ
ぬ
▼

同
大
将
は
昭
和
三
年
の
奉
天
皇
姑
屯
に
於
る
張
作
森
爆
死
の
頃
は
政
友
会
総
裁

と
し
て
首
相
と
外
相
を
兼
ね
て
い
た
が
、
事
件
の
責
任
者
た
る
某
大
佐
を
軍
法

会
議
に
附
し
て
厳
重
処
罰
す
べ
き
旨
を
奏
上
し
て
い
た
に
も
拘
ら
ず
、
時
の
陸

相
白
川
義
則
大
将
が
帷
帳
上
奏
を
試
み
て
犯
人
を
行
政
処
分
に
附
す
る
旨
を
明

か
に
し
た
の
で
あ
っ
た
▼
そ
こ
で
田
中
首
相
に
御
下
問
が
あ
り
、
話
が
違
う
で

は
な
い
か
と
い
ふ
訳
で
、
忽
ち
同
首
相
は
恐
權
し
て
〔
中
略
〕
辞
職
し
て
了
っ
た

▼
何
故
に
田
中
首
相
が
白
川
陸
相
を
抑
へ
て
、
馬
讓
を
斬
ら
な
か
っ
た
か
▼
陸

力

相
が
首
相
に
叛
き
、
下
僚
軍
閥
が
中
央
の
統
制
に
服
し
な
い
宿
弊
は
輩
に
端
を

年
八
月
）
さ
れ
た
の
も
こ
の
年
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
一
九
二
八
年
を
も

っ
て
日
本
が
侵
略
戦
争
の
準
備
、
遂
行
を
開
始
し
た
と
検
察
側
が
判
断
し
た
根
拠
と

し
て
は
、
張
作
森
爆
殺
事
件
以
外
に
も
、
そ
れ
な
り
に
説
得
力
の
あ
る
理
由
が
い
く

つ
か
列
挙
で
き
る
。

し
か
し
、
起
訴
状
作
成
の
段
階
で
ど
の
事
件
が
「
決
定
打
」
と
見
な
さ
れ
た
か
に

つ
い
て
は
諸
説
が
錯
綜
し
、
い
ま
だ
は
っ
き
り
と
し
た
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
な
い
と

い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

発
し
た
と
も
見
ら
れ
、
こ
の
意
味
で
田
中
大
将
の
立
場
は
気
の
毒
で
も
あ
っ
た

が
、
そ
の
責
任
は
責
任
と
し
て
軍
閥
侵
略
史
の
第
一
巻
に
大
書
せ
ら
る
べ
き
も

の

で

あ

ろ

う

。

こ
こ
で
は
、
田
中
上
奏
文
の
真
偽
の
程
は
明
ら
か
で
は
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
そ

れ
に
関
連
さ
せ
る
か
た
ち
で
、
田
中
内
閣
期
に
お
こ
っ
た
張
作
森
爆
殺
事
件
の
処
理

を
誤
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
ち
な
み
に
、
こ
の
天
声
人
語
か
ら
は
、
朝
日

、

、

、

、

、

、

、

新
聞
が
同
事
件
の
真
相
を
東
京
裁
判
開
廷
前
の
段
階
で
ほ
ぼ
正
確
に
把
握
し
て
い
た

（

吃

）

こ
と
が
は
っ
き
り
と
わ
か
る
。
こ
の
点
で
も
極
め
て
興
味
深
い
内
容
で
あ
る
。

さ
て
、
そ
れ
で
は
東
京
裁
判
で
は
田
中
上
奏
文
は
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
た
の
か
。

共
同
謀
議
の
立
証
段
階
に
お
い
て
、
検
察
側
証
人
の
岡
田
啓
介
（
元
首
相
、
田
中
内

閣
の
海
軍
大
臣
）
に
対
し
、
清
瀬
一
郎
弁
護
人
が
、
次
の
よ
う
な
質
問
を
行
っ
て
い

る
。

清
瀬
弁
護
人
：
…
由
中
ガ
最
後
的
計
算
ヲ
持
ツ
テ
居
タ
ト
ア
リ
マ
ス
ガ
、
是

ハ
世
間
デ
云
う
「
田
中
メ
モ
リ
ア
ル
ト
イ
ッ
タ
ヤ
ウ
ナ
モ
ノ
ヲ
指
シ
テ
居
ラ
レ

ル

ノ

デ

ア

リ

マ

ス

カ

岡
田
証
人
私
ハ
「
田
中
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
」
ト
云
フ
モ
ノ
ヲ
見
タ
コ
ト
ガ
ナ

（

旧

）

イ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
私
ハ
サ
ウ
イ
ウ
モ
ノ
ハ
ナ
イ
ト
信
ジ
テ
居
り
マ
ス

な
ぜ
清
瀬
が
、
こ
こ
で
田
中
上
奏
文
に
つ
い
て
質
問
を
行
っ
た
の
か
は
不
明
で
あ

る
。
だ
が
、
こ
の
と
き
の
弁
護
側
の
動
向
を
考
え
る
上
で
、
日
本
人
の
殆
ど
が
「
張

作
森
爆
殺
事
件
が
日
本
軍
の
謀
略
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
」
と
い
う
事
実

（

Ｈ

）

を
念
頭
に
置
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
日
本
政
府
は
、
同
事
件
は
中
国
の
便
衣
隊
の

犯
行
で
あ
っ
た
と
い
う
公
式
見
解
を
崩
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
し
か
も
事
件
か
ら
一

八
年
も
時
間
が
経
過
し
て
い
た
。
弁
護
側
が
張
作
森
爆
殺
の
「
虚
構
」
を
信
じ
て
い

た
と
し
て
も
、
そ
れ
ほ
ど
不
思
議
は
無
い
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
段
階
で
は
「
田
中
上
奏
文
」

も
「
張
作
森
爆
殺
事
件
」
も
等
し
く
中
国
側
の
謀
略
と
し
て
否
定
す
る
こ
と
を
弁
護

側
が
考
え
て
い
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。

し
た
が
っ
て
弁
護
側
の
意
図
と
し
て
は
、
検
察
側
が
共
同
謀
議
を
立
証
す
る
た
め

に
同
文
書
を
証
拠
と
し
て
持
ち
出
す
こ
と
を
考
慮
し
た
結
果
、
岡
田
に
こ
の
質
問
を

ぶ
つ
け
、
同
文
書
が
「
偽
書
」
で
あ
る
と
い
う
言
質
を
引
き
出
し
て
お
く
こ
と
で
、

検
察
側
の
「
機
先
を
制
す
る
」
こ
と
を
狙
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

だ
が
、
弁
護
側
の
意
図
が
い
ず
れ
に
あ
っ
た
に
せ
よ
、
次
に
述
べ
る
田
中
隆
吉
の

－82－



張作森爆殺事件と東京裁判

三
田
中
隆
吉
の
大
暴
露

一
九
四
六
（
昭
和
一
二
）
年
七
月
五
日
、
~
東
京
裁
判
開
廷
か
ら
二
ヶ
月
余
り
が
経

過
し
た
こ
の
日
、
一
人
の
人
物
が
検
察
側
の
証
言
台
に
立
っ
た
。
そ
の
人
物
の
名
は

田
中
隆
吉
、
開
戦
時
の
陸
軍
省
兵
務
局
長
に
地
位
に
あ
っ
た
人
物
で
あ
る
。
田
中
が

証
言
台
に
座
っ
た
と
き
、
被
告
席
の
陸
軍
軍
人
た
ち
の
間
か
ら
は
ど
よ
め
き
が
お
こ

っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
実
際
に
彼
が
証
言
し
た
内
容
は
、
法
廷
を
騒
然

と
さ
せ
る
に
充
分
過
ぎ
る
程
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
持
っ
て
い
た
。

午
前
二
時
二
分
、
証
言
台
に
立
っ
た
田
中
は
、
サ
ケ
ッ
ト
検
事
の
尋
問
に
対
し
、

次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。

サ
ケ
ッ
ト
検
察
官
一
九
二
八
年
六
月
四
日
、
張
作
森
ヲ
殺
シ
タ
ト
云
う
証
拠

ガ

法

廷

二

対

シ

提

出

サ

レ

テ

オ

リ

マ

ス

ガ

、

誰

ガ

之

ヲ

殺

シ

マ

シ

タ

カ

（

以

下

略

）

田

中

証

人

張

作

森

ノ

死

ハ

当

時

ノ

関

東

軍

高

級

参

謀

河

本

大

佐

ノ

計

（

腸

）

画

ニ

ョ

ッ

テ

実

行

サ

レ

タ

モ

ノ

デ

ア

リ

マ

ス

す
な
わ
ち
、
張
作
謀
は
か
つ
て
の
関
東
軍
高
級
参
謀
で
あ
っ
た
河
本
大
作
大
佐
が

計
画
、
実
行
し
た
「
謀
略
」
に
よ
っ
て
殺
害
さ
れ
た
と
い
う
衝
撃
的
な
暴
露
で
あ
っ

た
。
当
時
の
新
聞
は
、
連
日
に
わ
た
り
東
京
裁
判
の
動
向
を
伝
え
て
い
た
が
、
こ
の

暴
露
か
ら
一
夜
明
け
た
七
月
六
日
の
朝
日
新
聞
は
「
張
作
森
爆
殺
計
画
は
河
本
参
謀

（

肥

）

が
指
揮
」
と
い
う
大
々
的
な
見
出
し
を
掲
げ
る
な
ど
、
新
聞
各
紙
は
一
斉
に
田
中
の

証
言
を
報
じ
て
い
る
。

さ
ら
に
田
中
は
、
検
察
側
証
人
と
し
て
五
日
間
証
言
を
行
っ
て
い
る
な
か
で
、
張

作
森
爆
殺
の
ほ
か
に
も
、
満
州
事
変
や
国
家
主
義
運
動
、
満
州
国
に
お
け
る
阿
片
・

麻
薬
問
題
、
俘
虜
問
題
な
ど
、
非
常
に
多
岐
に
わ
た
り
日
本
の
犯
罪
に
つ
い
て
証
言

し
て
い
る
。
そ
の
な
か
に
は
、
被
告
に
と
っ
て
不
利
に
な
る
証
言
も
決
し
て
少
な
く

（

Ⅳ

）

な
か
っ
た
。

「
暴
露
」
が
東
京
裁
判
全
体
の
様
相
を
大
き
く
変
え
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

四
な
ぜ
田
中
は
真
相
を
知
っ
て
い
た
か

国
際
検
察
局
は
、
東
京
裁
判
が
開
廷
す
る
以
前
か
ら
容
疑
者
、
被
告
を
含
む
数
百

人
か
ら
尋
問
を
行
っ
て
い
た
が
、
田
中
に
対
し
て
は
裁
判
が
開
廷
し
た
後
も
含
め
計

（

岨

）

三
一
回
と
い
う
、
異
例
の
長
さ
で
尋
問
が
行
わ
れ
て
い
た
。

第
一
回
尋
問
は
、
四
六
年
二
月
一
九
日
に
行
な
わ
れ
た
。
長
文
で
あ
る
が
引
用
す

る
。

問
土
肥
原
は
、
そ
の
謀
殺
に
関
係
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。

答
そ
う
は
思
い
ま
せ
ん
。
問
題
の
殺
害
は
、
ご
く
少
数
の
日
本
人
将
校
に
ょ

土
肥
原
は
、
そ
の
謀
殺
に
関
係
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。

そ
う
は
思
い
ま
せ
ん
。
問
題
の
殺
害
は
、
ご
く
少
数
の
日
本
人
将
校
に
よ

答問答問答問答答 問答 問問答 問

っ
て
行
な
わ
れ
た
の
で
す
。

彼
ら
の
な
か
の
何
人
か
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
だ
れ
で
あ
っ
た
か
知
っ
て
い

ま
す
か
。

は
い
、
確
か
に
知
っ
て
お
り
ま
す
。
当
時
の
関
東
軍
の
高
級
参
謀
で
す
。

そ
れ
は
だ
れ
で
す
か
。

河
本
大
作
大
佐
で
す
。

彼
は
今
な
お
生
存
し
て
お
り
ま
す
か
。

生
存
し
て
い
ま
す
。

彼
の
所
在
は
ど
こ
で
す
か
。

山
西
（
支
那
山
西
省
太
原
）
で
す
。
彼
は
そ
こ
に
住
ん
で
い
ま
す
：
．
．
：
彼

が
、
工
兵
隊
の
将
校
た
ち
何
人
か
を
率
い
て
、
北
京
〔
奉
天
〕
の
西
す
ぐ

近
く
の
鉄
道
交
叉
点
に
架
か
っ
て
い
る
橋
に
爆
弾
を
仕
掛
け
て
張
作
森
を

殺
害
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
交
叉
点
は
、
一
方
の
鉄
道
が
橋
の
上
で
他
方
の
鉄
道
を
跨
い
で
交
叉

し
て
い
る
地
点
で
し
た
か
。

そ
う
で
す
。
彼
は
、
下
側
の
位
置
で
殺
害
さ
れ
ま
し
た
。

彼
の
列
車
は
、
地
上
面
に
敷
設
さ
れ
た
鉄
道
上
を
走
っ
て
い
た
の
で
す

か
。

は
い
、
そ
う
で
す
。

そ
し
て
、
爆
薬
は
、
彼
の
列
車
が
走
っ
て
い
た
鉄
道
の
上
に
架
け
ら
れ
た

鉄
橋
に
固
定
さ
れ
た
の
で
す
か
。

は
い
、
そ
う
で
す
。
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問
彼
の
列
車
が
鉄
橋
の
下
を
通
過
し
た
そ
の
瞬
間
に
爆
薬
が
点
火
さ
れ
た
、

そ

う

い

う

こ

と

で

す

か

。

答

は

い

、

そ

う

で

す

。

そ
し
て
同
年
五
月
一
八
日
に
行
な
わ
れ
た
第
二
四
回
尋
問
で
、
再
び
同
事
件
に
つ

い
て
詳
し
い
尋
問
が
な
さ
れ
る
。
こ
こ
で
も
田
中
は
、
河
本
の
関
与
に
つ
い
て
は
っ

き
り
と
述
べ
て
い
た
。

問
（
エ
ル
ト
ン
．
Ｍ
・
ハ
イ
ダ
ー
ｌ
引
用
者
）
将
軍
、
あ
な
た
は
、
だ
れ
が
張

作

森

を

謀

殺

し

た

か

知

っ

て

い

ま

す

か

。

答

河

本

大

作

で

す

。

問
将
軍
、
ど
の
よ
う
に
し
て
そ
の
こ
と
を
知
っ
た
の
で
す
か
。

答
河
本
が
そ
れ
に
つ
い
て
話
し
て
く
れ
た
の
で
す
。

問
彼
は
、
い
つ
あ
な
た
に
そ
の
こ
と
を
話
し
た
の
で
す
か
。

答
私
が
関
東
軍
参
謀
部
に
勤
務
し
て
い
た
こ
ろ
で
す
。
私
は
、
彼
が
張
作
森

を
殺
害
し
た
こ
と
を
そ
の
当
時
知
っ
て
い
ま
し
た
。
…
…
当
時
彼
は
陸
軍

を
去
り
、
南
満
州
炭
鉱
株
式
会
社
理
事
長
を
し
て
い
ま
し
た
。
わ
れ
わ
れ

は
互
い
に
酒
を
酌
み
交
わ
し
ま
し
た
が
、
彼
は
…
…
私
が
、
ど
の
よ
う
な

方
法
で
張
を
殺
害
し
た
の
か
、
と
尋
ね
る
と
、
彼
は
そ
れ
に
つ
い
て
一
時

始

終

を

話

し

て

く

れ

ま

し

た

。

〔

中

略

〕

マ
ッ
ケ
ン
ジ
ー
氏
河
本
は
あ
な
た
に
、
彼
が
張
作
森
を
殺
害
し
た
、
と
言
い

ま

し

た

か

。

答
彼
自
身
が
私
に
そ
う
言
い
ま
し
た
。

問
彼
は
、
ど
の
よ
う
な
方
法
で
そ
れ
を
行
な
っ
た
の
で
す
か
。

答
河
本
は
私
に
、
き
わ
め
て
高
性
能
の
爆
弾
を
陸
橋
に
仕
掛
け
た
、
と
言
い

ま

し

た

。

〔

鉄

道

〕

交

差

点

に

で

す

。

〔

中

略

〕

問
あ
な
た
は
、
張
作
謀
が
殺
害
さ
れ
た
当
時
、
中
国
に
い
た
の
で
す
か
。

（

マ

マ

）

答
私
は
、
北
京
に
い
ま
し
た
、
日
本
大
使
館
付
で
し
た
。

問
軍
が
張
作
森
の
殺
害
を
計
画
し
た
の
で
す
か
、
そ
れ
と
も
、
そ
れ
は
、
こ

の

将

校

が

個

人

で

考

え

付

い

た

こ

と

で

す

か

。

答
正
確
に
お
話
し
ま
す
。
そ
れ
は
、
河
本
自
ら
の
計
画
で
し
た
。
彼
個
人
の

（

肥

）

計
画
で
あ
っ
て
、
日
本
軍
の
計
画
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た

こ
の
よ
う
に
、
田
中
は
張
作
森
爆
殺
事
件
に
話
題
が
及
ん
だ
際
、
同
事
件
の
首
謀

者
と
し
て
河
本
大
作
の
名
を
す
で
に
明
言
し
て
い
た
。
さ
ら
に
田
中
は
、
一
連
の
尋

問
で
、
張
作
森
爆
殺
事
件
を
知
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
、
河
本
以
外
に
さ
ら
に
多
田

駿
（
陸
軍
大
将
）
、
柴
山
兼
四
郎
（
陸
軍
中
将
）
そ
の
他
数
人
の
名
前
を
あ
げ
て
い
た
。

一
方
で
、
な
ぜ
田
中
は
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
事
件
の
詳
細
を
知
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う

か
。
田
中
は
、
こ
れ
ら
の
事
実
を
知
っ
た
理
由
と
し
て
、
先
述
し
た
よ
う
に
河
本
自

身
か
ら
話
を
聞
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
兵
務
局
長
の
と
き
、
峯
幸
松
憲
兵
司
令
官
の
調

（

釦

）

査
報
告
書
を
読
ん
だ
こ
と
な
ど
を
あ
げ
て
い
る
。
そ
れ
ら
も
、
あ
る
い
は
事
実
で
あ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
粟
屋
憲
太
郎
は
「
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
信
じ
る
わ
け
に
い
か

（

別

）

な
い
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
粟
屋
は
、
張
作
森
爆
殺
事
件
当
時
、
田
中
は
支
那
研
究

員
と
し
て
北
京
に
駐
在
し
、
張
作
森
爆
殺
の
た
め
の
準
備
と
し
て
、
張
作
森
の
座
上

す
る
特
別
列
車
の
編
成
、
出
発
時
刻
な
ど
に
つ
い
て
の
調
査
を
自
ら
行
っ
て
い
た
事

実
か
ら
、
む
し
ろ
田
中
自
身
が
関
与
者
の
一
人
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
田
中
の
証
言
は
、
単
純
に
伝
聞
か
ら
得
た
情
報
と
い
う
よ
り
、
事
件
の
首
謀

者
、
関
係
者
か
ら
直
接
の
情
報
を
得
た
、
と
い
う
の
が
よ
り
正
確
で
あ
ろ
う
。
当
事

者
で
あ
る
以
上
、
田
中
が
詳
し
い
こ
と
は
む
し
ろ
当
然
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
田
中
の
証
言
の
な
か
に
は
、
意
図
的
に
当
事
者
の
名
前
を
言
い
換
え

（

滋

）

る
な
ど
の
事
実
を
歪
曲
し
た
も
の
も
あ
っ
た
し
、
自
分
が
関
与
し
た
部
分
に
つ
い
て

は
巧
み
に
伏
せ
た
証
言
で
も
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
田
中
が
東
京

裁
判
で
行
っ
た
証
言
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
明
ら
か
に
な
っ
た
歴
史
的
事
実
は
非
常
に

多
い
。
田
中
の
証
言
の
価
値
は
、
決
し
て
小
さ
く
な
い
の
で
あ
る
。

一
般
に
東
京
裁
判
で
は
、
張
作
森
爆
殺
事
件
に
関
与
し
た
有
力
な
証
人
、
そ
れ
も

（

漣

）

事
件
の
鍵
を
握
る
有
力
な
証
人
を
欠
い
て
い
た
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
事
件
が

直
接
に
は
裁
判
の
争
点
と
な
ら
な
か
っ
た
大
き
な
理
由
は
、
実
行
犯
で
あ
る
河
本

が
、
こ
の
当
時
、
中
国
山
西
省
の
軍
閥
、
閻
錫
山
の
も
と
に
身
を
寄
せ
て
お
り
、
裁

判
に
召
喚
す
る
こ
と
が
事
実
上
不
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
が
大
き
な
理
由
の
ひ
と
つ
で

あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
、
先
述
の
よ
う
に
、
検
察
側
は
、
田
中
の
尋

問
に
よ
っ
て
張
作
霧
の
爆
殺
が
日
本
軍
の
謀
略
で
あ
る
こ
と
は
起
訴
状
作
成
以
前
の

段
階
で
既
に
把
握
し
て
い
た
。
さ
ら
に
田
中
が
挙
げ
た
人
物
の
少
な
く
と
も
一
部

は
、
裁
判
に
召
喚
す
る
こ
と
が
充
分
可
能
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
な
ぜ
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検
察
側
が
証
人
と
し
て
召
喚
を
求
め
な
か
っ
た
の
か
、
と
い
う
点
が
、
今
後
解
明
さ

れ
る
べ
き
課
題
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

五
河
本
は
如
何
な
る
形
で
裁
き
得
た
か

こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
河
本
が
日
本
国
内
か
、
少
な
く
と
も
連
合
国
の
支

配
地
域
内
に
い
た
な
ら
ば
、
戦
犯
と
し
て
法
廷
に
立
っ
て
い
た
可
能
性
は
充
分
に
あ

（

別

）

っ
た
と
い
え
る
。
で
は
、
河
本
は
如
何
な
る
訴
因
に
よ
っ
て
起
訴
さ
れ
た
だ
ろ
う

（
咽
）
○

力

お
そ
ら
く
、
河
本
も
ま
た
他
の
被
告
と
同
様
に
、
「
平
和
に
対
す
る
罪
」
が
適
用

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
具
体
的
に
は
訴
因
第
一
「
東
ア
ジ
ア
・
太
平
洋

等
支
配
を
目
的
と
す
る
侵
略
戦
争
の
全
般
的
共
同
謀
議
（
一
九
二
八
年
’
一
九
四
五

年
）
」
か
ら
第
四
ま
で
、
そ
し
て
訴
因
第
六
「
中
華
民
国
に
対
す
る
侵
略
戦
争
の
計
画
．

準
備
」
、
さ
ら
に
中
国
侵
略
に
関
連
す
る
訴
因
第
一
八
、
一
九
、
二
七
、
二
八
が
該

（

妬

）

当
す
る
で
あ
ろ
う
。
河
本
は
満
州
事
変
の
段
階
で
既
に
現
役
の
軍
人
で
は
な
い
が
、

そ
の
後
も
民
間
人
な
が
ら
中
国
大
陸
に
お
け
る
日
本
軍
の
謀
略
に
荷
担
し
て
い
た
か

（

訂

）

ら
だ
。
よ
っ
て
、
仮
に
河
本
が
東
京
裁
判
の
被
告
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
中
国
で
の
謀

略
事
件
の
責
任
を
問
わ
れ
た
土
肥
原
賢
二
の
ケ
ー
ス
に
近
い
形
で
有
罪
が
認
定
さ
れ

た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
そ
の
一
方
で
、
東
京
裁
判
の
時
点
で
事
件
に
主
体
的
に
関
与
し
た
人
物
が

一
人
だ
け
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
見
逃
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
あ
る
い
は
、
そ
の

人
物
の
存
在
こ
そ
が
、
同
事
件
が
単
独
の
訴
因
と
な
ら
な
か
っ
た
理
由
で
あ
っ
た
の

か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
人
物
は
、
昭
和
天
皇
で
あ
る
。

六
張
作
霧
爆
殺
事
件
の
「
訴
追
」
と
「
免
責
」

戦
後
、
首
相
の
地
位
に
ま
で
登
り
つ
め
た
鳩
山
一
郎
は
、
東
京
裁
判
の
さ
な
か
、

検
察
局
に
あ
る
資
料
を
届
け
て
い
る
。
そ
の
中
に
は
、
張
作
森
爆
殺
事
件
を
め
ぐ
る

極
秘
資
料
で
、
白
川
義
則
陸
軍
大
臣
の
田
中
首
相
宛
報
告
書
や
、
田
中
首
相
や
白
川

陸
相
の
昭
和
天
皇
へ
の
「
内
奏
写
」
や
「
上
奏
案
」
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
た
。
な
か
で

も
、
白
川
陸
相
の
天
皇
へ
の
「
内
奏
写
」
は
、
張
作
森
爆
殺
の
首
謀
者
が
河
本
で
あ

る
こ
と
を
明
言
し
て
い
た
。

田
中
内
閣
の
内
閣
書
記
官
長
で
あ
っ
た
鳩
山
は
、
事
件
の
真
相
と
、
処
理
を
め
ぐ

る
政
府
内
部
の
事
情
を
熟
知
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
資
料
を
提
出
し
た
鳩
山
の
意
図

は
完
全
に
は
わ
か
っ
て
い
な
い
が
、
自
ら
資
料
を
積
極
的
に
示
す
こ
と
で
、
東
京
裁

判
に
お
け
る
自
身
の
弁
明
と
責
任
回
避
を
試
み
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
資
料
は
証
拠
と
し
て
東
京
裁
判
で
活
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ

た
。
そ
れ
は
、
キ
ー
ナ
ン
を
始
め
と
す
る
国
際
検
察
局
は
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
意
向

を
受
け
て
、
天
皇
の
免
責
と
不
訴
追
の
方
針
を
こ
の
と
き
既
に
固
め
て
い
た
か
ら
で

あ
る
。
さ
ら
に
天
皇
自
身
が
、
自
ら
の
「
叱
責
」
に
よ
っ
て
内
閣
総
辞
職
と
い
う
結

果
を
も
た
ら
し
た
こ
と
を
反
省
し
、
「
こ
の
事
件
あ
っ
て
以
来
、
私
は
内
閣
の
上
奏

す
る
所
の
も
の
は
仮
令
自
分
が
反
対
の
意
見
を
持
っ
て
い
て
も
裁
可
を
与
え
る
こ
と

（

魂

）

に
決
心
し
た
」
と
述
べ
て
い
た
。
だ
が
こ
の
言
葉
は
、
「
内
閣
の
決
定
を
私
が
裁
可

し
た
の
は
立
憲
君
主
下
に
於
る
立
憲
君
主
と
し
て
已
む
を
得
ざ
る
こ
と
で
あ
る
。
も

し
己
が
好
む
所
は
裁
可
し
、
好
ま
ざ
る
所
は
裁
可
し
な
い
と
す
れ
ば
、
之
は
専
制
君

（

羽

）

主
と
何
等
異
る
所
は
な
い
」
と
い
う
発
言
と
対
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

開
戦
責
任
を
は
じ
め
と
す
る
自
ら
の
戦
争
責
任
に
対
す
る
弁
明
の
論
理
で
あ
る
立
憲

君
主
と
し
て
の
天
皇
像
を
構
築
す
る
た
め
に
、
張
作
森
爆
殺
事
件
は
起
点
と
し
て
必

要
不
可
欠
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

だ
が
そ
の
一
方
で
、
張
作
森
爆
殺
事
件
は
、
扱
い
に
よ
っ
て
は
日
米
合
作
に
よ
っ

て
実
現
し
つ
つ
あ
っ
た
天
皇
不
訴
追
の
方
針
を
蒸
し
返
す
「
諸
刃
の
剣
」
に
も
な
り

か
ね
な
か
っ
た
。
何
故
な
ら
、
天
皇
は
張
作
森
爆
殺
の
犯
人
が
日
本
軍
人
で
あ
る
こ

と
を
知
っ
て
い
た
こ
と
、
そ
の
う
え
で
事
件
を
不
問
に
附
す
こ
と
を
天
皇
自
身
が
認

（

釦

）

め
て
い
た
と
い
う
事
実
を
、
こ
れ
ら
の
資
料
は
明
白
に
示
し
て
い
た
た
め
で
あ
る
。

こ
う
し
て
鳩
山
の
資
料
は
、
闇
に
葬
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
張
作
森
爆
殺
事
件
も
ま
た
、
東
京
裁
判
に
お
け
る
「
免
責
」
の
論
理
が

作
用
し
た
事
件
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

注
（
１
）
本
稿
で
用
い
る
「
満
州
」
と
は
、
張
作
森
の
支
配
地
域
で
あ
っ
た
、
中
国
東

三
省
（
奉
天
・
吉
林
・
黒
龍
江
）
及
び
東
部
内
蒙
古
の
熱
河
を
加
え
た
地
域
を
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指

す

。

（
２
）
田
中
義
一
伝
記
刊
行
会
編
『
田
中
義
一
伝
記
』
下
（
原
書
房
、
一
九
八
一
年
〔
昭

和
三
三
年
刊
の
複
製
、
原
本
は
高
倉
徹
一
編
〕
）
、
一
○
三
○
頁
、
河
合
弥
八
「
昭

和
初
期
の
天
皇
と
宮
中
侍
従
次
長
河
合
弥
八
日
記
」
第
二
巻
（
岩
波
書
店
、

一
九
九
三
年
）
、
二
二
一
頁
。

（
３
）
原
田
熊
雄
「
西
園
寺
公
と
政
局
」
第
一
巻
（
岩
波
書
店
、
一
九
五
○
年
）
、
一

一

頁

。

（
４
）
前
掲
書
、
二
頁
。

（
５
）
前
掲
『
田
中
義
一
伝
記
』
下
、
一
○
三
九
頁
。

（
６
）
こ
の
問
題
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
、
張
作
森
爆
殺
事
件
と
昭
和
天
皇
と
の
か

か
わ
り
に
つ
い
て
は
、
秦
郁
彦
ヨ
オ
ラ
が
総
理
」
を
更
迭
し
た
青
年
君
主
の
『
熟

慮
筐
『
プ
レ
ジ
デ
ン
ト
』
（
一
九
八
五
年
九
月
号
）
に
よ
っ
て
端
緒
が
付
け
ら
れ

た
の
ち
、
天
皇
の
政
治
行
動
と
責
任
の
是
非
を
巡
っ
て
、
大
江
志
乃
夫
と
永
井

和
に
よ
る
論
争
に
発
展
す
る
。

大
江
は
、
実
質
的
に
田
中
を
罷
免
に
追
い
込
ん
だ
天
皇
の
判
断
は
、
立
憲
君

主
と
し
て
正
し
い
判
断
で
あ
っ
た
か
、
と
い
う
点
か
ら
問
題
を
提
起
し
た
。
大

江
は
、
同
事
件
を
「
国
務
で
は
な
く
、
統
帥
権
の
問
題
と
し
て
処
理
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
事
件
」
で
あ
っ
た
と
位
置
づ
け
た
う
え
で
、
こ
の
問
題
は
「
統

帥
権
」
の
問
題
で
あ
り
、
天
皇
は
立
憲
君
主
と
し
て
の
責
任
を
果
た
す
べ
き
で
、

こ
の
事
件
で
田
中
を
怒
っ
た
の
は
筋
違
い
で
あ
り
、
天
皇
は
「
統
帥
権
の
運
用

を
誤
っ
た
」
と
す
る
、
「
新
解
釈
」
を
も
た
ら
し
た
の
だ
っ
た
。
さ
ら
に
大
江
は
、

「
こ
の
と
き
昭
和
天
皇
が
統
帥
権
の
運
用
を
誤
り
、
陸
軍
に
対
し
て
統
帥
権
者

と
し
て
な
す
べ
き
こ
と
を
し
な
か
っ
た
た
め
、
陸
軍
は
免
責
さ
れ
、
こ
の
よ
う

な
前
例
を
天
皇
が
作
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
軍
部
の
独
走
に
対
す
る
最
初
の
歯
止

め
が
は
ず
さ
れ
」
た
と
論
じ
た
の
で
あ
る
（
大
江
志
乃
夫
『
張
作
森
爆
殺
」
〔
中
公

新
書
、
一
九
八
八
年
〕
）
。

一
方
、
こ
う
し
た
「
新
解
釈
」
に
、
真
っ
向
か
ら
反
論
を
試
み
た
の
が
永
井

和
で
あ
る
。
永
井
は
、
「
本
書
言
張
作
森
爆
殺
」
ｌ
引
用
者
）
で
展
開
さ
れ
て
い

る
『
新
見
解
」
は
、
じ
つ
は
い
く
つ
か
の
誤
っ
た
認
識
の
上
に
組
み
立
て
ら
れ

た
、
一
種
の
謬
論
に
過
ぎ
な
い
」
と
述
べ
る
。
永
井
は
、
立
憲
君
主
と
し
て
の

天
皇
が
大
江
の
要
求
ど
お
り
に
行
動
す
る
た
め
に
は
、
昭
和
天
皇
は
戦
前
期
に

許
さ
れ
た
君
主
の
行
動
パ
タ
ー
ン
を
大
幅
に
逸
脱
す
る
必
要
が
あ
る
と
す
る
。

し
か
し
「
補
弼
親
裁
構
造
」
の
下
で
、
基
本
的
に
「
受
動
的
君
主
」
で
あ
る
こ
と

を
要
求
さ
れ
て
い
る
昭
和
天
皇
に
対
し
、
「
受
動
的
君
主
」
の
殻
を
破
っ
て
「
能

動
的
君
主
」
と
し
て
行
動
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
に
等
し
く
、
「
大
江
の

よ
う
に
「
積
極
的
能
動
的
君
主
」
た
れ
と
、
立
憲
君
主
的
親
政
論
を
唱
え
る
こ

と
も
、
そ
れ
が
無
意
識
の
内
に
戦
前
天
皇
制
に
お
け
る
天
皇
の
『
受
動
的
君
主
』

性
を
頭
か
ら
排
除
し
て
い
る
点
で
は
、
『
補
弼
親
裁
構
造
」
の
把
握
に
失
敗
」
し

て
お
り
、
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
結
論
づ
け
て
い
る
（
永
井
和
「
青

年
君
主
昭
和
天
皇
と
元
老
西
園
寺
」
〔
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
○
○
三

年

〕

）

。
筆
者
は
、
こ
う
し
た
先
行
研
究
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
昭
和
天
皇
が
田
中
に

「
叱
責
」
を
加
え
た
理
由
を
、
現
時
点
で
は
次
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。

田
中
に
対
す
る
天
皇
の
不
信
任
の
意
向
そ
の
も
の
は
、
昭
和
天
皇
が
田
中
に

責
任
を
と
ら
せ
て
も
良
い
か
と
牧
野
に
下
問
し
、
一
度
西
園
寺
の
了
解
が
得
ら

れ
た
時
点
で
（
土
壇
場
で
西
園
寺
は
そ
の
意
見
を
撤
回
し
た
）
、
あ
る
程
度
既

定
路
線
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
い
い
。
す
な
わ
ち
、
天
皇
の
田
中
へ
の
不
信
任
の

意
志
そ
の
も
の
は
、
決
し
て
天
皇
の
突
発
的
な
反
応
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
事
前
の
打
ち
合
わ
せ
を
越
え
た
「
強
い
語
気
」
で
田
中
に
責
任

を
取
る
よ
う
天
皇
が
迫
っ
た
の
は
、
首
相
と
し
て
の
責
任
を
取
ろ
う
と
せ
ず
、

と
に
か
く
問
題
を
う
や
む
や
に
し
て
し
ま
い
た
い
と
云
う
田
中
の
態
度
に
怒
り

を
覚
え
た
た
め
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
７
）
事
件
に
関
す
る
当
時
の
報
道
と
検
閲
状
況
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
横
島
公
司

「
昭
和
初
期
に
お
け
る
新
聞
報
道
の
一
側
面
ｌ
満
州
某
重
大
事
件
と
検
閲
問
題

ｌ
」
「
地
域
と
経
済
」
第
三
号
（
札
幌
大
学
経
済
学
部
附
属
地
域
経
済
研
究
所
、

二
○
○
六
年
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
８
）
斎
藤
良
衛
「
張
作
森
の
死
」
「
会
津
短
期
大
学
学
報
』
第
五
号
（
一
九
五
五
年
）
、

~
臼
井
勝
美
「
張
作
森
爆
死
の
真
相
」
『
別
冊
知
性
秘
め
ら
れ
た
昭
和
史
」
（
河
出

書
房
、
一
九
五
六
年
）
、
さ
ら
に
伝
記
の
体
裁
で
は
あ
る
が
、
平
野
零
児
「
満

州
の
陰
謀
者
河
本
大
作
の
運
命
的
な
足
あ
と
』
（
自
由
国
民
社
、
一
九
五
九

年
）
、
相
良
俊
輔
『
赤
い
夕
陽
の
満
州
の
野
が
原
に
ｌ
鬼
才
河
本
大
作
の
生
涯
」

（
光
人
社
、
一
九
七
八
年
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
、
今
日
か
ら
み
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れ
ば
む
し
ろ
資
料
的
価
値
を
有
す
る
と
い
え
よ
う
。

（
９
）
こ
の
よ
う
に
研
究
が
大
き
く
進
展
し
た
背
景
に
は
、
事
件
関
係
者
に
よ
る
証

言
や
、
新
資
料
の
発
見
が
相
次
い
で
な
さ
れ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
主
要
な

も
の
と
し
て
、
井
星
英
「
張
作
森
爆
殺
事
件
の
真
相
（
二
～
（
五
）
嶌
芸
林
』
三

一
巻
一
号
～
三
二
巻
一
号
（
芸
林
会
、
一
九
八
二
年
三
月
～
一
九
八
三
年
三

月
）
、
粟
屋
憲
太
郎
「
張
作
森
爆
殺
と
鳩
山
一
郎
の
嘘
」
『
東
京
裁
判
論
』
（
大
月

書
店
、
一
九
八
九
年
）
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
取
材
班
、
臼
井
勝
美
「
張
学
良
の
昭
和
史
最

後
の
証
言
』
（
角
川
書
店
、
一
九
九
一
年
）
、
伊
香
俊
哉
「
昭
和
天
皇
・
宮
中
グ

ル
ー
プ
の
田
中
内
閣
倒
閣
運
動
」
「
歴
史
評
論
』
第
四
九
六
号
（
一
九
九
一
年
八

月
）
、
佐
藤
元
英
「
昭
和
初
期
対
中
国
政
策
の
研
究
』
（
原
書
房
、
一
九
九
二
年
）
、

中
園
裕
「
政
党
内
閣
期
に
於
け
る
昭
和
天
皇
及
び
側
近
の
政
治
的
行
動
と
役
割

ｌ
田
中
内
閣
期
を
中
心
に
ｌ
」
『
日
本
史
研
究
」
三
八
二
号
（
一
九
九
四
年
六

月
）
、
立
命
館
大
学
西
園
寺
公
望
伝
編
纂
委
員
会
『
西
園
寺
公
望
傳
」
第
四
巻
（
岩

波
書
店
、
一
九
九
六
年
）
、
陸
偉
「
張
作
森
爆
殺
へ
の
道
１
日
張
関
係
の
歴
史

的
展
開
過
程
（
二
）
」
『
国
際
文
化
研
究
紀
要
』
第
二
巻
（
横
浜
市
立
大
学
大
学
院

国
際
文
化
研
究
科
、
一
九
九
六
年
）
、
服
部
龍
二
「
張
作
森
爆
殺
事
件
に
お
け

る
関
東
軍
上
層
部
ｌ
「
河
本
大
作
供
述
書
』
（
一
九
五
三
年
四
月
二
且
を
中

心
と
し
て
ｌ
」
『
六
甲
台
論
集
」
第
四
三
巻
第
二
号
（
一
九
九
六
年
二
月
）
、
増

田
知
子
『
天
皇
制
と
国
家
』
（
東
大
出
版
会
、
一
九
九
九
年
）
、
ハ
ー
バ
ー
ト
・

ビ
ッ
ク
ス
、
吉
田
裕
監
修
、
岡
部
牧
夫
・
川
島
高
峰
訳
「
昭
和
天
皇
』
（
講
談
社
、

二
○
○
二
年
）
、
白
石
博
司
「
張
作
謀
爆
殺
事
件
ｌ
河
本
大
作
関
東
軍
高
級
参

謀
の
真
意
」
「
戦
史
研
究
年
報
』
第
六
号
（
防
衛
研
究
所
、
二
○
○
三
年
）
、
拙
稿

「
昭
和
初
期
に
お
け
る
新
聞
報
道
の
一
側
面
ｌ
満
州
某
重
大
事
件
と
検
閲
問
題

ｌ

」

．

（
叩
）
現
在
に
お
い
て
も
、
同
事
件
に
対
す
る
「
真
相
」
の
提
起
は
後
を
絶
た
な
い
。

ド
ミ
ト
リ
ー
・
Ｐ
・
プ
ロ
ホ
ロ
フ
内
藤
泰
朗
「
『
張
作
森
爆
殺
は
ソ
連
の
謀
略
」

と
断
言
す
る
こ
れ
だ
け
の
根
拠
」
『
正
論
」
（
二
○
○
六
年
四
月
号
）
）
、
瀧
澤
一

郎
「
昭
和
史
の
定
説
を
覆
す
「
ソ
連
謀
略
説
』
の
大
検
証
張
作
森
を
「
殺
っ
た
」

ロ
シ
ア
エ
作
員
た
ち
」
「
正
論
」
（
二
○
○
六
年
五
月
号
）
、
「
張
作
森
爆
殺
の
犯

人
は
ソ
連
諜
報
員
か
（
総
力
特
集
ヒ
ビ
割
れ
始
め
た
『
歴
史
の
鑑
』
新
史
料
発

掘
あ
の
戦
争
の
仕
掛
人
は
誰
だ
っ
た
の
か
Ｐ
ｌ
白
熱
の
激
論
七
時
間
ｌ
」
「
諸

君
」
（
二
○
○
六
年
六
月
号
）
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
研
究
は
、
実
行
犯

で
あ
る
河
本
自
身
を
含
む
関
係
者
の
証
言
と
の
矛
盾
は
も
と
よ
り
、
既
存
の
研

究
蓄
積
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
「
定
説
」
を
否
定
す
る
に
は
、
あ
ま
り
に
論

証
が
不
足
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
な
い
。
む
し
ろ
こ
れ
ら
の
研
究
の
主
眼
は
、

同
事
件
に
お
け
る
日
本
の
謀
略
性
を
否
定
す
る
こ
と
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

ブ

（

》

Ｏ

そ
の
一
方
で
、
近
年
同
事
件
に
つ
い
て
の
再
評
価
の
試
み
が
い
く
つ
か
な
さ

れ
て
い
る
。
秦
郁
彦
「
張
作
森
爆
殺
事
件
の
再
考
察
」
『
政
経
研
究
』
第
四
十
四

巻
第
一
号
（
日
本
大
学
法
学
会
、
二
○
○
七
年
）
、
井
星
英
「
秦
郁
彦
氏
の
『
張

作
森
爆
殺
事
件
の
再
考
察
』
に
対
す
る
疑
問
」
「
藝
林
」
第
五
八
巻
一
号
（
藝
林

会
、
二
○
○
九
年
）
。

（
Ⅱ
）
新
田
満
夫
編
「
極
東
国
際
軍
事
裁
判
速
記
録
』
第
一
巻
（
雄
松
堂
、
一
九
六
八

年
）
、
五
○
頁
。
な
お
「
共
同
謀
議
罪
」
と
は
、
二
人
以
上
の
者
が
犯
罪
行
為
の

遂
行
に
つ
い
て
合
意
し
、
そ
の
う
ち
の
あ
る
も
の
が
、
犯
罪
を
実
行
す
る
こ
と

に
対
す
る
罪
で
あ
る
。
英
米
法
で
は
、
不
法
な
行
為
に
つ
い
て
合
意
の
形
成
過

程
の
い
ず
れ
か
の
段
階
で
か
か
わ
っ
た
事
実
が
あ
れ
ば
、
「
一
度
も
会
っ
て
い

な
く
と
も
」
一
網
打
尽
に
犯
罪
は
成
立
し
、
ま
た
、
遂
行
に
直
接
関
与
せ
ず
と

も
同
様
に
成
立
す
る
と
い
う
、
非
常
に
問
題
の
多
い
法
概
念
で
あ
っ
た
。
な
お

東
京
裁
判
で
は
、
満
州
事
変
、
日
中
戦
争
、
太
平
洋
戦
争
を
は
じ
め
と
す
る
「
個
々

の
戦
争
に
つ
い
て
の
共
同
謀
議
」
も
包
含
し
、
全
て
全
般
的
共
同
謀
議
に
含
ま

れ
る
と
い
う
見
解
が
採
ら
れ
た
（
粟
屋
憲
太
郎
「
東
京
裁
判
へ
の
道
』
上
〔
講
談

社
選
書
メ
チ
エ
、
二
○
○
六
年
〕
を
参
照
）
。

（
皿
）
こ
こ
で
河
本
大
作
の
実
名
を
挙
げ
ず
「
某
大
佐
」
と
記
し
て
い
る
の
は
、
こ

の
段
階
で
は
張
作
森
爆
殺
事
件
に
つ
い
て
内
務
省
警
保
局
か
ら
発
せ
ら
れ
た
懇

談
命
令
が
遵
守
さ
れ
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
（
前
掲
「
昭
和
初
期
に
お
け
る
新

聞
報
道
の
一
側
面
ｌ
満
州
某
重
大
事
件
と
検
閲
問
題
ｌ
」
を
参
照
）
。

（
過
）
前
掲
「
極
東
国
際
軍
事
裁
判
速
記
録
」
第
一
巻
、
二
五
八
頁
。

（
Ｍ
）
前
掲
「
昭
和
初
期
に
お
け
る
新
聞
報
道
の
一
側
面
ｌ
満
州
某
重
大
事
件
と
検

閲
問
題
ｌ
」
を
参
照
。

（
脂
）
前
掲
「
極
東
国
際
軍
事
裁
判
速
記
録
」
第
一
巻
、
二
七
七
頁
。

（
略
）
「
朝
日
新
聞
」
、
一
九
四
六
年
七
月
六
日
付
。
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（
〃
）
前
掲
『
極
東
国
際
軍
事
裁
判
速
記
録
』
第
一
巻
、
二
二
七
頁
。
ま
た
、
こ
の

と
き
の
様
子
を
重
光
葵
は
、
「
田
中
隆
吉
少
将
証
言
台
に
立
ち
、
セ
ン
セ
ー
シ

ョ
ン
を
起
こ
す
」
と
記
し
、
さ
ら
に
「
証
人
が
被
告
の
席
を
指
差
し
て
、
犯
人

は
彼
な
り
と
云
う
も
浅
ま
し
」
と
書
い
て
い
る
。
東
條
も
ま
た
日
記
に
「
田
中

証
言
真
に
論
外
」
と
書
い
て
い
る
。
被
告
た
ち
の
田
中
に
対
す
る
憤
憩
は
、
相

当
な
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

（
略
）
粟
屋
憲
太
郎
編
「
東
京
裁
判
資
料
・
田
中
隆
吉
尋
問
調
書
」
（
大
月
書
店
、
一

九
九
四
年
）
、
一
○
～
一
四
頁
。

《
⑲
）
前
掲
書
、
二
二
○
～
二
二
二
頁
、
二
二
八
～
二
二
九
頁
。

（
別
）
前
掲
書
、
三
六
六
頁
。

（
皿
）
前
掲
『
東
京
裁
判
へ
の
道
』
上
、
一
九
九
頁
。

（
魂
）
例
え
ば
、
田
中
は
張
作
森
爆
殺
事
件
に
東
條
が
関
与
し
て
い
る
と
述
べ
て
い

る
が
、
そ
れ
は
誤
り
で
あ
る
。
ま
た
武
藤
章
や
土
肥
原
賢
二
に
対
す
る
評
価
は
、

不
当
と
す
ら
言
え
る
ほ
ど
低
い
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
み
な
個
人
的
怨
恨

に
よ
る
も
の
と
言
わ
れ
て
い
る
。

（
認
）
弁
護
側
は
、
「
田
中
少
将
の
証
言
の
根
拠
は
、
存
在
し
な
い
文
書
と
死
人
で

あ
り
、
確
か
め
よ
う
の
な
い
も
の
ば
か
り
で
は
な
い
か
」
と
反
対
の
声
を
あ
げ

た
、
と
さ
れ
る
（
児
島
襄
『
東
京
裁
判
』
〔
中
公
新
書
、
一
九
七
一
年
〕
）
。
し
か

し
多
田
駿
は
、
こ
の
当
時
日
本
国
内
に
お
り
、
証
言
台
に
立
つ
こ
と
は
必
ず
し

し
多
田
駿
は
、
こ
の
当
時
［

（
型
）
田
中
へ
の
尋
問
の
後
、
尋
問
官
は
河
本
の
逮
捕
、
日
本
送
還
の
要
請
を
検
察

局
に
提
出
し
て
い
る
。
し
か
し
、
河
本
送
還
の
Ｇ
Ｈ
Ｑ
か
ら
の
要
請
は
、
閻
錫

山
が
河
本
を
か
ば
っ
た
た
め
実
現
し
な
か
っ
た
（
前
掲
『
東
京
裁
判
へ
の
道
』

上
、
一
八
三
～
一
八
四
頁
）
。
後
に
河
本
は
中
国
政
府
の
手
で
裁
判
に
か
け
ら

れ
て
い
る
。
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
前
掲
「
張
作
森
爆
殺
事
件
に
お
け
る
関

東
軍
上
層
部
ｌ
『
河
本
大
作
供
述
書
」
（
一
九
五
三
年
四
月
二
日
）
を
中
心
と

し
て
ｌ
」
、
「
張
作
森
爆
殺
の
全
貌
、
河
本
大
作
大
佐
の
供
述
書
を
入
手
」
を
参

日

小

（
妬
）
直
接
的
に
は
、
張
作
森
を
殺
害
し
た
こ
と
が
第
一
に
問
わ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ

う
が
、
言
う
ま
で
も
な
く
こ
う
し
た
明
ら
か
な
犯
罪
行
為
は
、
国
際
法
を
用
い

て
裁
く
以
前
に
、
国
内
法
に
お
い
て
裁
か
れ
る
べ
き
事
柄
で
あ
っ
た
。
す
な
わ

も
不
可
能
で
は
な
か
っ
た
。

）
田
中
へ
の
尋
問
の
後
、
三

刀
ｐ
ｍ
Ｏ

ち
本
来
な
ら
ば
、
河
本
は
殺
人
犯
と
し
て
、
~
国
内
の
裁
判
所
（
軍
法
会
議
）
で

裁
か
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

（
妬
）
東
京
裁
判
に
お
け
る
訴
因
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
粟
屋
憲
太
郎
『
東
京
裁
判

へ
の
道
』
下
（
講
談
社
選
書
メ
チ
エ
、
二
○
○
六
年
）
、
日
暮
吉
延
一
東
京
裁
判

の
国
際
関
係
」
（
木
鐸
社
、
二
○
○
二
年
）
な
ど
を
参
照
。

（
”
）
河
本
が
軍
を
離
れ
て
か
ら
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
森
克
己
「
満
州
事
変
の
裏

面
史
』
（
国
害
刊
行
会
、
一
九
七
六
年
）
、
前
掲
「
満
州
の
陰
謀
者
河
本
大
作

の
運
命
的
な
足
あ
と
』
、
前
掲
「
赤
い
夕
陽
の
満
州
の
野
が
原
に
ｌ
鬼
才
河
本

大
作
の
生
涯
」
な
ど
に
詳
し
い
。

（
羽
）
寺
崎
英
成
「
昭
和
天
皇
独
白
録
寺
崎
英
成
御
用
掛
日
記
』
（
文
藝
春
秋
、
一

九

九

一

年

）

、

二

三

頁

。

（
羽
）
前
掲
書
、
一
三
六
頁
。

（
鋤
）
一
連
の
鳩
山
が
提
出
し
た
資
料
に
は
、
「
田
中
内
閣
卜
張
作
森
爆
死
事
件
」

と
い
う
鳩
山
の
手
記
が
含
ま
れ
て
お
り
、
こ
の
な
か
で
鳩
山
は
、
田
中
首
相
が

事
件
処
理
の
不
手
際
を
天
皇
に
叱
責
さ
れ
て
内
閣
総
辞
職
を
余
儀
な
く
さ
れ
た

と
い
う
事
実
を
隠
す
た
め
、
張
作
森
爆
殺
に
つ
い
て
の
責
任
は
軍
部
、
特
に
関

東
軍
に
あ
り
、
田
中
内
閣
は
こ
れ
に
関
与
し
て
い
な
い
と
い
う
「
虚
偽
」
の
説

明
を
し
て
い
た
（
前
掲
「
東
京
裁
判
へ
の
道
」
上
、
九
四
～
九
五
頁
）
。

（

本

学

文

学

研

究

科

史

学

専

攻

博

士

課

程

後

期

課

程

）
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